
議案第８号 

   みよし市部設置条例の一部改正について 

 みよし市部設置条例の一部を改正する条例を次のように定めるものとする。 

  令和８年３月２日提出 

みよし市長 小 山   祐 

 

   みよし市部設置条例の一部を改正する条例 

 みよし市部設置条例（平成１８年三好町条例第５５号）の一部を次のように改正する。 

（下線部分は改正部分） 

改正後 改正前 

（部の設置） （部の設置） 

第１条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第

１５８条第１項の規定に基づき、市長の権限に属

する事務を分掌させるため、次の部を置く。 

第１条 同左 

市長公室  

企画部 経営企画部 

総務部 総務部 

福祉部 福祉部 

こども未来部 こども未来部 

市民経済部 市民経済部 

都市建設部 都市建設部 

（事務分掌） （事務分掌） 

第２条 市長公室の分掌事務は、次のとおりとす

る。 

第２条 

(1) 秘書及び渉外に関する事項  

(2) 儀式に関する事項  

(3) 危機管理に係る総合調整に関する事項  

(4) 特命事項の総合調整に関する事項  

(5) 広報広聴に関する事項  

(6) 法務に関する事項  

(7) 訴訟に関する事項  

２ 企画部の分掌事務は、次のとおりとする。   経営企画部の分掌事務は、次のとおりとする。 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

(4) 行政改革に関する事項 (4) 行政経営に関する事項 

 (5) 危機管理に係る総合調整に関する事項 

 (6) 秘書及び渉外に関する事項 

 (7) 儀式に関する事項 

 (8) 広報広聴に関する事項 

(5) 略 (9) 略 

1



(6) 略 (10) 略 

(7) 略 (11) 略 

３ 総務部の分掌事務は、次のとおりとする。 ２ 同左 

(1) 文書及び庁舎管理に関する事項 (1) 文書、法務及び庁舎管理に関する事項 

(2) 審査請求に関する事項 (2) 審査請求及び訴訟に関する事項 

(3)以下 略 (3)以下 略 

４ 略 ３ 略 

５ 略 ４ 略 

６ 市民経済部の分掌事務は、次のとおりとする。 ５ 同左 

(1)～(7) 略 (1)～(7) 略 

 (8) 公営住宅に関する事項 

(8) 略 (9) 略 

(9) 略 (10) 略 

(10) 略 (11) 略 

７ 都市建設部の分掌事務は、次のとおりとする。 ６ 同左 

(1)～(8) 略 (1)～(8) 略 

(9) 公営住宅に関する事項  

(10) 略 (9) 略 

(11) 略 (10) 略 

附 則 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

説 明 

 この案を提出するのは、行政組織の見直しのため必要があるからである。 
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